
問合せ先 

相模原市 広域行政課 

電話：０４２－７６９－８２４８ 

 

 

 

「指定都市を応援する国会議員の会」の開催結果について 

 

標記の件について、次のとおり開催されましたので、お知らせいたします。 

 

１ 日 時 

  令和８年５月１８日（月）１６：００～１７：００ 

 
２ 場 所 

  衆議院第一議員会館 大会議室（地下１階） 

  （東京都千代田区永田町２丁目２－１） 

 
３ 出席者 

  指定都市を応援する国会議員の会会員 １３５名 

  指定都市市長 １５名 （本村相模原市長含む。） 

 
４ 内 容 

  多様な大都市制度の早期実現について 

上記テーマについて、指定都市市長が説明した後、意見交換を行いました。 

※説明資料は、別添をご覧ください。 

 
５ 会議の様子                 

                                     
   

 

 

 

令和８年５月１９日 

相模原市発表資料 

同時発表 
指定都市市長会、相模原市 



指定都市市長 会

多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 担当市長

川崎市長 福 田 紀 彦

多様な大都市制度の早期実現に向けて

令和 8年 5月18日

－特別市の法制化の必要性－



指定都市を応援する 国会議員の会（ 昨年度の取組）
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 令和７ （ 2025） 年５ 月 １ ４ 年ぶり に全体会を開催し 、 指定都市市長 と 意見交換

 令和７ （ 2025） 年６ 月 次期地方制度調査会に大都市制度のあり 方を諮問する よ う 決議

 令和７ （ 2025） 年９ 月 決議文を当時の内閣総理大臣及び総務大臣に手交

「 指定都市を応援する 国会議員の会」 開催状況（ 令和７ （ 2025） 年５ 月） 石破前内閣総理大臣への決議文の手交（ 令和７ （ 2025） 年９ 月）
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※写真の出典： 首相官邸ホームページ

人口減少によ り 深刻化する 人材の不足や偏在、 デジタ ル技術の進展等の課題に対応し 、 将来にわたり 、
地域の特性に応じ て、 持続可能かつ最適な形で行政サービス を提供し ていく ため、
国・ 都道府県・ 市町村間の役割分担、 大都市地域における 行政体制その他の必要な地方制度の在り 方に
ついて、 調査審議を求める 。

諮問事項

▎ 第34次地方制度調査会発足（ 令和８ 年１ 月19日）

第34次地方制度調査会

大都市地域における 行政体制等について調査審議が開始

※通常２ 年程度で答申（ 過去には1年程度で中間と り ま と め、 答申が出さ れたケース も ある 。 ）
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第34次地方制度調査会への対応状況

▎ 地方制度調査会 第４ 回専門小委員会
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▎ 主な質疑応答

第34次地方制度調査会への対応状況



5

令和８ 年３ 月３ １ 日、 与党の実務者協議において、 副首都法案骨子案について合意

「 国家社会機能継続性確保施策の推進及び副首都の整備に関する 法律案」 （ 仮称） 骨子案

１ 目的・ 定義

 国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある 大規模災害に備え、 副首都の整備に係る 施策その他国家社会機能継続性確保施策
を推進し 、 公共の福祉の確保、 国民生活の向上、 多極分散型経済圏の形成を通じ た経済成長 に資する こ と を目的と する 。

 首都中枢機能と は、 東京圏における 国家社会機能のう ち中枢的なも のをいう 。

 首都中枢機能代替地域

【 定義】 大規模災害時に一定期間、 首都中枢機能の一部を 代替する 機能を担う 地域

【 要件】 東京圏と の同時被災の可能性が低いも のと し て政令で定める 要件に該当する 地域

【 政令イ メ ージ】 首都直下地震緊急対策区域及び富士山の火山災害警戒地域のいずれにも 該当し ないこ と

 副首都

【 定義】 大規模災害時に一定期間、 首都中枢機能の全部又は大部分を代替する 機能を担う と と も に、
多極分散型経済圏の形成の中核と なる 機能も 担う 道府県

【 要件】 東京圏と の同時被災の可能性が低いこ と （ 首都中枢機能代替地域と 同様） に加え、 次のいずれにも 該当する 地域を 含むこ と
（ 道府県の申出に基づき 内閣総理大臣が指定）

① 政治及び行政の中枢機能を代替する 機能を発揮する ため、 国の行政機構の立地の状況について政令で定める 要件を備える こ と 。
【 政令イ メ ージ】 国の出先機関について、 一定の出先機関の立地

② 経済及び人口の集積の状況について政令で定める 要件を備える こ と 。
【 政令イ メ ージ】 経済集積（ 県内Ｇ Ｄ Ｐ が一定規模） 、 人口集積（ 一定規模の人口）

③ 副首都が担う 機能を十分発揮する ために必要な地方行政体制について政令で定める 要件を備える こ と 。

【 政令イ メ ージ】 ①「 政令市＋県」 （ 連携協約等） 、 ②特別区の設置 ※ 制度化さ れた場合は、 「 特別市」
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「 国家社会機能継続性確保施策の推進及び副首都の整備に関する 法律案」 （ 仮称） 骨子案

２ 基本方針、 基本的施策等

 政府において総合的かつ効果的な推進を図る ための基本方針を策定。

 基本方針の実施に必要な場合、 内閣総理大臣は、 関係行政機関の長 に対し て必要な勧告をでき る 。

 副首都が指定さ れたと き は、 副首都ごと の整備方針を定める 。 その際、 副首都の長 の意見を 聞き 、 その意見を尊重し なければなら ない。

 首都中枢機能代替地域

事業者等によ る バッ ク アッ プ投資促進のため、 必要な税制上の措置の整備その他の必要な施策を講ずる 。

 副首都

上記に加え、 首都中枢機能の代替のための拠点の整備、 都市機能の増進に寄与する ま ちづく り の推進、 規制緩和、
民間投資の促進に必要な税制上の措置等の施策を 講ずる 。

 政府は副首都の整備その他首都中枢機能代替地域の整備に必要な法制上・ 財政上・ 税制上の措置を講ずる 。

３ 本部

内閣に、 「 国家社会機能継続性確保施策・ 副首都整備推進本部（ 本部長 ： 内閣総理大臣） 」 を置く 。

４ 附則

 こ の法律は公布後3か月以内で政令で定める 日から 施行する 。

 こ の法律の施行の日から 令和12年度末ま での約５ 年間、 関連施策を集中的に推進する 。

 副首都が名称変更を希望する 際の住民投票等の手続等について定める 大都市法の改正を行う 。

多様な大都市制度の実現に向けた制度改革議論を 促す契機に



特別市制度の創設等について国など に継続し て要望

「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 」 を設置①

特別市の必要性や法制化案等の最終報告と り ま と め

「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 」 を設置②

人口減少時代を見据えた特別市の必要性や最新の考え方を「 報告書」 と し てと り ま と め

新たに「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 」 を設置③

（ 13市長 が参加 令和８ （ 2026） 年4月現在）

多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト （ 令和７ （ 2025） 年11月）
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指定都市市長 会と し ての取組経過

指定都市の市長 が一体と なって、
多様な大都市制度の早期実現を目指す

▎ 取組経過

平成22（ 2010） 年５ 月～

令和２ （ 2020） 年11月

令和３ （ 2021） 年11月

令和４ （ 2022） 年４ 月

令和７ （ 2025） 年11月

令和８ （ 2026） 年４ 月

特別市の法制化に向けて取組を さ ら に加速



-55.0%

-45.0%

-35.0%

-25.0%

-15.0%

-5.0%

政令指定都市等 30万～ 10万～30万 5万～10万 1万～5万 ～1万

※出典： 国土交通省「 国土形成計画（ 全国計画） 関連データ 集」

全国の自治体が加速度的な人口減少に直面
多く の自治体が消滅の可能性 8

2050年 人口規模別の人口減少率

▲7.1％

▲15.5％ ▲21.1％
▲26.8％

▲37.6％

▲51.2％
全国平均（ 19.8％）

※人口戦略会議資料（ 令和6（ 2024） 年4月24日公表） を基に作成

2050年 消滅可能性自治体 744自治体

状況自治体数分類

2050年ま でに若年女性人口が
半減以下

744消滅可能性

他地域から の人口流入に依存
出生率低い

25ブラ ッ ク ホール型

将来も 自治体が持続する
可能性が高い

65自立持続可能性

上記分類には該当し ないが
減少傾向

895その他

▎ 自治体の消滅可能性

我が国に対する 危機意識



▎ 地方公務員の職員数
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令和12（ 2030） 年 令和17（ 2035） 年 令和22（ 2040） 年 令和27（ 2045） 年

地方公務員数

（ 万人）
充足率

（ ％）

地方公務員の需要 地方公務員の供給 充足率

約19万人不足
する 可能性

地方公務員職員数の不足の将来推計（ 市町村・ 普通会計）

※出典： 株式会社日本総合研究所「 地方公務員は足り ている かー地方自治体の人手不足の現状把握と 課題－」 令和３ （ 2021） 年

91.8％ 87.9％ 82.0％ 78.0％

平成30（ 2018） 年度を
充足率100％と し て試算

人口減少に伴う 職員数の不足等によ り 、
都道府県から 受けてき た事務を担いき れない自治体が出てく る おそれ

我が国に対する 危機意識
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東京都の人口推移

※出典： 令和３ （ 2021） 年経済センサス よ り 作成

人口上位5都府県を抜粋

2,981 

287 

529 

301 

89 

1,553 

東京都 神奈川県 大阪府 愛知県 埼玉県 その他

東京都

神奈川県

大阪府

愛知県

埼玉県

その他

▎ 東京都への一極集中の状況

資本金10億円以上企業数

全体の52％

1,384 

1,391 

1,400 

1,370

1,380

1,390

1,400

1,410

▲ 52,459

143,091

▲ 60,000

▲ 40,000

▲ 20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

自然増減数 社会増減数

＋9万人

（ 単位： 人）（ 単位： 万人）

※出典： 総務省「 【 総計】 令和７ 年住民基本台帳人口・ 世帯数、 令和６ 年人口動態（ 市区町村別） 」 よ り 作成

他都市から の人口流入によ り 、 東京都では圧倒的な「 社会増」

我が国に対する 危機意識

今後は東京都のみ人口が増加する 見込み、 大企業は東京都に偏在

0

10



長 期にわたり 経済が停滞し 、 相対的地位が低下

▎ 停滞する 経済状況

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

アメ リ カ 中国 ド イ ツ 日本 イ ンド

ド イ ツ

我が国に対する 危機意識

※資料： GLOBAL NOTE ※出典： IMF統計 令和6（ 2024） 年時点

（ 単位： 百万ＵＳ ド ル）

日本

アメ リ カ

中国

イ ンド

主要国の名目Ｇ Ｄ Ｐ の推移（ 単位： 百万US ド ル）
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▎ 我が国の地方自治制度の変遷
• 全国に305府県を設置
• 以降、 府県統合と 分離独立を経て、 明治21(1888)年の香川県

分立によ り 、 現在の47都道府県の原形が確立
廃藩置県明治4(1871)年

• 市は一次的に府県知事、 二次的に内務大臣が監督
• 市長 は、 市会が推薦し た候補者から 内務大臣が選任

市制町村制 施行
明治22(1889)年

• 東京、 京都、 大阪の三市について、 市長 を置かず府知事がその
職務を行う 等の特例（ 明治31(1898)年 廃止）

三市特例制度 施行

• 府県－郡－市町村の三層制
• 府県知事は国の地方官庁と さ れ、 府県行政は内務大臣が監督
• 郡は一次的に府県知事、 二次的に内務大臣が監督

府県制、 郡制 制定（ 順次施行）明治23(1890)年

• 内務大臣・ 府県知事によ る 二重監督の廃止、 税財源の移譲、
市長 公選制の維持など の適用を主張

特別市運動の展開（ 1910年代～）

• 地方公共団体と し ての郡を廃止し 、 国の行政区画と し たこ と
によ り 、 府県－市町村の二層制が確立

郡制 廃止大正10(1921)年

• 六大都市における 団体事務と 委任事務について、 府県知事の
許可・ 認可が不要と さ れる 等の特例（ 昭和31(1956)年 廃止）

六大都市行政監督特例 施行大正11(1922)年

• 東京府・ 東京市・ 区を廃止し 、 東京都を設置東京都制 施行昭和18(1943)年

• 特別市制度を創設地方自治法 施行昭和22(1947)年

• 特別市制度を廃止し 、 指定都市制度を創設地方自治法 改正昭和31(1956)年

• 機関委任事務の廃止と 自治事務及び法定受託事務の創設
• 地方公共団体に対する 国又は都道府県の関与について、 必要

最小限と する こ と を規定
地方自治法 改正（ 第一次地方分権改革）平成11(1999)年

我が国の地方自治制度の歴史
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① 新潟県 （ 1,741,047人）

② 兵庫県 （ 1,544,991人）

③ 愛知県 （ 1,478,742人）

④ 広島県 （ 1,335,299人）

⑤ 福岡県 （ 1,231,444人）
---
⑥ 大阪府 （ 1,211,641人）
---
⑨ 東京府 （ 1,146,636人）
---
㉑ 神奈川県（ 916,865人）
---
㊻ 鳥取県 （ 404,660人）

▎ 時代の変化に対応でき る 地方自治制度の再構築

人口減少によ る
地方公務員不足の深刻化

▶ 限ら れた人的資源を有効活用し 、 持続可能な地方行政体制を確立

▶ 大都市における 行政サービス は大都市が責任を持ち、
道府県は他の市町村への垂直補完にリ ソ ース を集中

過度な東京都への一極集中

状況変化に関わら ず
一律の二層制が継続

▶ 大都市が中心と なって多極分散型の圏域を形成

▶ 地域の実情に応じ て最適な制度を選択でき る 仕組みを構築

▶ 広域自治体のあり 方見直し を含む大都市制度改革

都道府県別人口順位

■ 明治23 (1890)年 府県制・ 郡制 制定

参考

■ 大正10 (1921)年 郡制 廃止

① 東京府 （ 3,830,700人）

② 大阪府 （ 2,686,600人）

③ 北海道 （ 2,385,900人）

④ 兵庫県 （ 2,331,600人）

⑤ 福岡県 （ 2,209,800人）
---
⑬ 神奈川県（ 1,359,000人）
---
㊼ 鳥取県 （ 459,400人）

■ 令和7 (2025)年

① 東京都 （ 14,002,534人）

② 神奈川県 （ 9,202,559人）

③ 大阪府 （ 8,771,961人）

④ 愛知県 （ 7,483,755人）

⑤ 埼玉県 （ 7,374,294人）
---
㊼ 鳥取県 （ 534,003人）

※出典： 日本帝国統計年鑑（ 12月31日時点人口） ※出典： 日本長 期統計総覧（ 12月31日推計人口） ※出典： 住民基本人口（ 令和7年1月1日時点）

【 合計】
56,665,900人

【 合計】
124,330,690人

約4.3倍

【 合計】
40,453,461人

約8.3倍 約26.2倍

我が国の地方自治制度の歴史
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新たな大都市制度「 特別市」

 現在の政令指定都市の制度

 事務と 財源のアンバラ ンス
や二重行政等に課題

指定都市制度
（ 現在の制度）

 指定都市等の市町村を廃止、
特別区に再編

 事務・ 財源を再編し 、
二重行政を解消

 都道府県の区域外と なる
新たな地方自治体を設け、
二重行政を解消

二層制 二層制 一層制

特別区設置制度
（ いわゆる 都構想）

特別市制度
（ 法制化を目指すも の）

大都市制度

地域の実情に応じ て
ふさ わし い大都市制度を選択でき る よ う にすべき

法制度化への提案

1956年創設 2012年創設

▎ 新たな大都市制度の創設
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 広域自治体に包含さ れない一層制の地方公共団体

 現在、 道府県が指定都市の市域において実施し ている 広域自治体の事務と 、 基礎自治体と し て市が担っている
事務を統合し 、 住民に身近な基礎自治体が一元的に担う こ と で、 効率的かつ機動的な都市経営の実現を可能
と する 新たな地方自治の仕組み

国

市町村

特別市

行政区

一
層
制 連携強化

特別市

道府県が担う
事務を統合

道府県
【 新たな一層制自治体】

国

市町村

【 広域自治体】

行政区

指定都市

現在

道府県

【 基礎自治体】

二
層
制

▎ 新たな大都市制度「 特別市」 について

特別市制度の概要
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特別市制度

４ Gから ５ Gへ

大規模災害
対策

デジタ ル化
対応

社会資本の
老朽化対応

人口減少、
少子高齢化対応

経済活性化

安全・ 安心の
ま ちづく り 感染症対策

環境問題への対応

特別市の実現は、 行政サービス 向上のためのプラ ッ ト フ ォ ーム改革

大都市が基礎自治体と し て解決すべき 様々な行政課題

▎ プラ ッ ト フ ォ ーム改革のイ メ ージ

特別市制度の概要



基礎自治体と し て解決すべき 様々な行政課題

医療・ 介護

人口減少時代に特別市が果たすべき 責務

  我が国の危機的状況が見込ま れる 中、  

      行政サービ ス の充実や都市の成長 によ る 成果を 、  

      市民はも と よ り 、 周辺自治体も 含めた圏域、 さ ら には日本全体に還元していく  

【 特別市の成果を市域外にも 広く 還元】

【 特別市によ る 水平連携、 周辺地域への波及】

遠隔地連携も

安全・ 安心の
ま ちづく り

大規模災害
感染症対策

イ ンフ ラ
公共交通

デジタ ル化
対応

産業・ テク ノ ロ ジー
労働力

子育て・ 教育

環境問題

J市

自治体間の連携強化によ って行政課題を解決し ながら 、 圏域を発展

▎ 特別市が果たすべき 責務
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特別市の実現によ って持続可能な行政サービ ス の提供が可能に

▎ 特別市制度の実現によ る 持続可能な行政サービ ス 提供の姿

都道府県

市町村 指定都市

今後現在

画一的な二層制

から の脱却

市町村

リ ソ ース の集中によ り

垂直補完を強化

同じ 基礎自治体と し て

水平連携を推進・ 強化
（ 水平補完も 視野）

市町村の
持続・ 成長

都道府県

連携の強化

特別市

道府県と の役割分担や連携によ る 持続可能な行政サービス の提供
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効率的な行政サービ ス の提供
積極的な施策展開

水平連携の促進

グロ ーバルな都市間競争
国際競争力の向上

大都市が十分な活力を
備え、 諸外国の大都市と
グロ ーバルな競争と 共存
の関係を築く

グロ ーバルな視点

圏域

大都市を中心と し た
自治体間の連携強化に
よ る 圏域の発展

周辺市町村や都道府県

広域にま たがる 業務を
特別市が周辺市町村や
都道府県と 連携し 実施

市民

二重行政を完全に解消し
効率的かつ機動的な
大都市経営を可能に

特別市

周辺市町村
都道府県

連携強化

圏域・ 地域全体の活性化

多極分散型社会の実現
我が国全体の発展に貢献

国家戦略と し て取り 組むべき

特別市がも たら す効果
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※１ ベルリ ン、 ブレ ーメ ン、 ハンブルク ※３ ト ロ ント 、 オタ ワ 、 ハミ ルト ン等 ※５ 済州等 ※７ ソ ウ ル
※２ ミ ュ ンヘン等 ※４ マンチェ ス タ ー、 リ バプール等 ※６ 世宗 ※８ 釜山、 大邱、 仁川等

世界の大都市制度

連邦政府

ド イ ツ

州

市町村大連合

特
別
市

郡

市町村
小連合

市
町
村

都
市
州

行政区

世界では自立性の高い大都市が活躍でき る 制度によ り 経済成長 を牽引

連邦政府

カナダ

カ
ウ
ン
テ
ィ

シ
テ
ィ
、
タ
ウ
ン
、

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
、

タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

一
層
制
自
治
体

リ
ー
ジ
ョ
ン

シ
テ
ィ
、
タ
ウ
ン
、

ビ
レ
ッ
ジ
等

州

イ ングラ ンド

特
別
市

ロ
ン
ド
ン
市

Ｇ
Ｌ
Ａ

ユ
ニ
タ
リ
ー

中央政府

デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト

自
由
区
シ
テ
ィ

カ
ウ
ン
テ
ィ

韓国

特
別
市

市 郡
自
治
区

道

自
治
区

郡

広
域
市

中央政府

広域自治体

基礎自治体

※１

※２

※３

※４

特
別
自
治
市

特
別
自
治
道

行政区

※５ ※６
※8※7
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• 特別市に移行する 基礎自治体のあり 方を問う も のである ため、

住民投票を行う 範囲は特別市に移行する 「 市民」 と 考える

• 人口50万人以上を要件と する 指定都市である こ と が、 特別市移行

の要件と 考える

• 周辺住民の利用実態や施設の性質等を踏まえ、 施設の移管・ 統廃合

を費用負担も 含め、 道府県と 協議

• 特別市は地方税を一元的に徴収し 、 道府県から 権限移譲さ れる 事務

事業に応じ た財源配分が行われる

• 道府県と 特別市の財源配分に著し い不均衡が生じ る 場合の調整の

仕組みについて、 導入を検討

• 特別市公安委員会及び特別市警察本部の設置を前提と する

• 特別市と 道府県の共同処理も 可能と する が、 市民生活と 密着する

分野については、 特別市が中心的役割を担う

• 特別市と 道府県によ る 事務の共同処理や、 特別市を中心と し た広域

連携の仕組みなども 視野に入れた制度設計が必要

• 「 区の常任委員会等の設置」 「 区長 の特別職化」 などによ り 、 地域

の実情に応じ て、 区の住民代表機能を強化・ 担保

• DXの進展などの環境変化を踏まえる と 、 区によ ら ない、 よ り 小規模

な単位での行政サービスのあり 方も 考えら れる

特別市制度の考え方 「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 報告書（ 令和７ 年11月） 」

② 広域事務、 連携のあり 方

① 区の住民代表機能の考え方

③ 警察事務のあり 方

④ 税財政制度のあり 方

⑤ 道府県有施設の取扱い

⑥ 特別市移行の要件

⑦ 特別市移行に向けた住民投票の考え方

 第30次地方制度調査会で指摘さ れた課題や、 総務省に設置さ れたワーキンググループでの議論を踏まえ、

特別市の制度内容に関する 個別論点について、 現時点の考え方をと り まと め（ 令和８ 年11月）
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特別市制度の法制化案 「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 報告書（ 令和７ 年11月） 」

 現時点で考えら れる 特別市制度の内容について、 条文形式で具体的に提示

 特別市に関する 基本的な事項や移行手続き について、 地方自治法を改正し て規定する 手法を採用

▎ 法制化案（ 抜粋）

• 特別市を特別地方公共団体と する 。

• 地域における 事務、 その他の事務で法令によ り 都道府県又は市が

処理する も の等を処理する 。

• 地域の特性等を勘案し て必要がある と 認めら れる と き は、 一般の

市町村の求めに応じ 、 当該市町村の事務を補完する 事務を処理す

る も のと する 。

• 特別市は、 都道府県の区域外と する 。

特別市の種類

特別市の事務

特別市の区域

（ 第1条の3）

（ 第264条）

（ 第265条） • 特別市設置に伴う 都道府県の廃置分合・ 境界変更については、

法律の定めを不要と し 、 その境界は自ずと 変更さ れる も のと する 。

①指定都市等から 都道府県へ特別市設置協議会設置の協議の求め

②協議会設置について指定都市等・ 都道府県の各議会の議決

③協議会の設置 ④協定書の作成

⑤協定書の承認について指定都市等・ 都道府県の各議会の議決

⑥住民投票 ⑦総務大臣へ指定都市等及び都道府県の共同申請

⑧国会の承認 ⑨内閣が設置の処分 ⑩総務大臣の告示

特別市の設置

廃置分合の特例

（ 第266条～第271条）

（ 第272条）

▎ 法制化案検討にあたっての考え方
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地方制度調査会において進めら れている 大都市地域における 行政体制等の調査審議の動向を的確に把握

する と と も に、 その検討状況を踏ま えながら 、 指定都市市長 会の考えを適時適切に発信する 。

こ のこ と によ り 、 地方制度調査会の答申への反映を図り 、 多様な大都市制度の早期実現に繋げていく 。

特別市制度に関し ては、 国から 関係者間における 議論の深化を求めら れている こ と 等を踏ま え、 我が国

の将来を見据えた指定都市市長 会と し ての考え方について、 国や国会議員、 全国知事会をはじ めと し た

地方六団体、 経済界等の関係団体の理解促進を図る ため、 積極的かつ戦略的な取組を進めていく 。

地方制度調査会における 調査審議のほか、 副首都に関する 国会での議論など、 大都市制度への関心が高

ま り つつある 状況を踏ま え、 指定都市が一体と なって、 地方制度改革の必要性を戦略的に発信し 、 機運

醸成に繋げる 。

▎ 関係団体の理解促進に向けた取組の推進

▎ 大都市制度改革に向けた機運醸成の促進

今年度の指定都市市長 会「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 」 での取組の考え方

▎ 地方制度調査会や国、 関係団体の動向を 踏ま えた迅速・ 的確な対応
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多様な大都市制度の早期実現に向けて

経済同友会と の意見交換
（ 令和7(2025)年１ 月）

全国市長 会 正副会長 と の意見交換
（ 令和7(2025)年６ 月）

全国市議会議長 会指定都市協議会と の
意見交換（ 令和７ (2025)年８ 月）

24

日本経済団体連合会と の意見交換
（ 令和8(2026)年２ 月）

林総務大臣への報告書手交
（ 令和7(2025)年12月）

 特別市制度の法制化を実現する ためには、 機運醸成が極めて重要

 指定都市市長 会と し ても 、 多く の関係者に引き 続き 理解を深めていただく ための取組

を進める

 地方制度調査会の答申に繋げ、 多様な大都市制度を早期に実現し 、 将来にわたり

持続可能な行政サービ ス を提供し ていく ためにも ､引き 続き ､お力添えをお願いし たい

▎ こ れま での主な意見交換の状況

▎ 特別市の法制化に向けた機運醸成


